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 第１節 災害予防計画 

 

 近年は、建築物の高層化、住宅地の密集化等により、市街地における火災は大規模化する危険性

が増している。このため、大規模な火事災害に対する災害予防活動の円滑な推進を図り、火事災害

による地域経済活動の停滞防止及び市民・建物等の被害を最小限にするため、災害に強いまちづく

りを推進する。 

 

１ 災害に強いまちづくり 

  市は、地域の特性に配慮しつつ、大規模な火事災害発生による被害を最小限にすることを考慮

した災害に強いまちづくりを行う。 

 (１) 大規模な火事災害に強いまちの形成 

  ア 総合的・広域的な計画の作成に際しては、大規模な火事災害から郷土及び市民の生命、身

体、財産を保護することに十分配慮する。 

  イ 建築物の密度が高く、火災危険度の高い市街地においては、都市計画法に基づき、防火地

域・準防火地域の指定を進める。 

  ウ 都市計画法等に基づく市街地再開発事業や住環境整備事業のための計画を策定する。 

  エ 防災対策に資する効果的な公園緑地、防災遮断帯等の配置計画を検討し、都市公園の積極

的な整備に努める。 

  オ 市道について、国県道との連携を図りながら、避難路及び延焼遮断帯としての必要な街路

整備に努める。 

  カ 木造密集地や、公共施設の整備の立ち遅れている地域を重点に、防災性の高い街づくりを

実現するため、市街地開発計画を積極的に推進する。 

  キ 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律（平成９年法律第49号）に基づ

き、防災上危険な密集市街地について、防災機能の確保等、整備を総合的に推進する。 

 (２) 火災に対する建築物の安全化 

  ア 建築基準法に基づき、建築物の規模等により、耐火構造・準耐火構造とするように指導す

る。 

  イ 防火地域・準防火地域以外の市街地においては、建築基準法第22条区域の指定により、指

定区域内の建築物の屋根の不燃化を促進する。 

  ウ 学校、病院等で消防法第８条の規定により定められた防火対象物については、防火管理者
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等を選任し火災に備える。 

  エ 消防法は、防火対象物の関係者に対し、防火対象物の用途等に応じてスプリンクラー設備

等の消火設備、警報設備、避難設備その他消防活動に必要な設備の設置のほか、消防用設備

等の点検及び報告、防火管理者の選任、消防計画書の作成及びそれに基づく避難訓練の実施

等の義務を課しているが、その履行を促進する。 

  オ 所有者又は管理者に対して、文化財の管理・保護について指導と助言を行い、防災施設の

設置促進とそれに対する助成を行い、各種文化財の防災を中心とした保護対策を推進し、防

災思想の普及、防災力の強化等の徹底を図る。 

 

２ 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧・復興への備え 

  大規模な火事災害が発生した場合には、迅速かつ円滑に災害応急対策、災害復旧・復興を実施

する必要があるが、そのための備えとして体制等の整備を行うことが必要である。 

 (１) 救助・救急用資機材の整備 

  ア 救助工作車は、消防力の整備指針による台数の整備を図るとともに、「救助隊の編成、装

備及び配置の基準を定める省令」に基づき、装備の整備を行う。また、救急自動車は、消防

力の整備指針による台数の整備を計画的に図るとともに、「救急救命士法」及び「救急隊員

の行う応急処置等の基準」に基づき、救急救命士の技術の向上に努める。 

    その際、救急救命士の計画的配置にも努める。 

  イ 消防団詰所、公民館、コミュニティ防災拠点施設等に救助・救急資機材の備蓄を行い、消

防団、自主防災組織を中心に、市民の協力を得て、発災当初の救助・救急活動を行う体制の

整備を図る。 

    また、平常時から市民に対して、これらを使用した、救助方法及び応急手当等の指導を行

うとともに、定期的に訓練を実施する。 

 (２) 消防及び医療機関相互の連絡体制の整備 

  ア 大規模な火事災害発生時の救助、救急活動が的確かつ円滑に行われるよう、市消防計画に

おける救助・救急計画及び救急業務計画並びに救助活動計画を次に掲げる事項に留意し作成

する。 

   (ア) 出動区分及び他機関への要請（ヘリコプターを含む）等 

   (イ) 最先到着隊による措置 

   (ウ) 現場指揮本部の設置基準、編成、任務等 

   (エ) 応急救護所の設置基準、編成、任務等 

   (オ) 各活動隊の編成と任務 

   (カ) 消防団の活動要請 

   (キ) 通信体制 

   (ク) 関係機関との連絡 

   (ケ) 報告及び広報 
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   (コ) 訓練計画 

   (サ) その他必要と認められる事項 

  イ 消防機関・医療機関相互の情報交換が円滑に実施されるよう、あらかじめ具体的な連絡体

制を整備するとともに、傷病者の移送についても医療機関の連携がとれるよう関係機関を交

え、調整を行う。 

    また、近隣市町村に所在する消防機関・医療機関への協力要請方法についても、事前に定

めておく。 

  ウ 関係機関の協力を得て、救助・救急訓練を毎年１回以上実施する。 

 (３) 消火活動の計画 

   「市町村消防計画の基準」に基づいて消防計画を作成し、大規模な火事災害が発生した場合

において、消防機関が災害に迅速かつ効果的に対処できるように、組織及び施設の整備拡充を

図るとともに、防災活動の万全を期する。 

   その際、次に掲げる事項は、重点的に取り組む。 

  ア 消防力の強化 

    「消防力の整備指針」に適合するように、消防施設、設備及び人員の増強を図るととも

に、その近代化を促進する。 

    特に、発災初期において、地域に密着して重要な役割を果たす消防団員は、減少の傾向に

あるので、消防団活性化総合整備事業等を活用した消防団の施設、設備の充実等により、消

防団員の士気高揚及び初期消火体制の整備を図るとともに、啓発活動による青年層、女性層

の加入促進を図り、消防団活性化の推進と育成強化を図る。 

    また、消防の広域再編による、広域消防体制の推進を図る。 

  イ 消防水利の多様化及び適正化 

    「消防水利の基準」に適合するように、消防水利施設等の整備を図るとともに、その適正

な配置に努めるものとする。その際、大規模な火事に備え、消火栓のみに偏ることなく、防

火水槽の整備、河川・農業用用排水路等自然水利の活用及び水泳プール、ため池等の指定消

防水利としての活用等による消防水利の多様化を図る。 

  ウ 消防機関及び自主防災組織等の連携強化 

    発災初期における消火、救助活動等は、市民・事業所等による自主防災組織の自発的な活

動及び消防団による活動が重要となることから、地域の実情に応じた自主防災組織の結成を

促進するとともに、既存の大規模な組織については、細分化し、きめ細かな活動のできる体

制とする。 

    また、当該組織等の活動拠点施設、資機材の整備及びリーダー研修の実施等による育成強

化を図るとともに、防災訓練の実施等により、平常時から岳北消防本部、消防団及び自主防

災組織の連携強化を図り、一体となって当該災害等に対処できる体制の構築を図る。 

  エ 火災予防 

   (ア) 防火思想、知識の普及 
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     大規模な火事災害発災時における同時多発火災を防止するため、関係団体等と協力し、

消防訓練等各種行事及び火災予防運動を実施するほか広報媒体等を通じて、市民等に対す

る消火器具等の常備及びその取扱い方法等、防火思想、知識の普及啓発を図る。 

   (イ) 防火管理者制度の効果的な運用 

     消防法第８条に規定する、学校、病院、工場等の防火対象物の設置者等に対し、防火管

理者の選任を指導するとともに、防火管理者が当該防火対象物についての消防計画を作成

し、当該計画に基づく消火訓練等の実施、消防用設備等の点検整備及び火気の管理等を行

い、出火防止及び出火時の初期消火、避難体制の整備を図るよう指導する。 

     また、消防法第４条に規定する予防査察を防火対象物の用途、規模に応じて計画的に実

施し、常に当該区域内の防火対象物の実態を把握するとともに、火災予防上危険な場合又

は火災発生時に人命に危険がある場合は必要な措置命令を行い、予防消防の一層の強化を

図る。 

   (ウ) 危険物保有施設への指導 

     科学実験室等を有する学校、企業及び研究機関並びに薬局等多種類の危険物を少量保有

する施設の管理者に対し、次に掲げるような混触発火が生じないよう、管理の徹底に努め

るよう指導する。 

    ａ 可燃物と酸化剤の混合による発火 

    ｂ 黄リン、金属ナトリウム等の保護液の流出による発火 

    ｃ 金属粉、カーバイト等禁水性物質の浸水による発火 

  オ 活動体制の整備 

    大規模な火災発生時における、消火、救助及び救急活動等が迅速かつ的確に実施できるよ

う、活動計画を定める。 

    特に関係機関との連携に留意した初動時における活動体制及び情報収集体制の整備を図

る。 

    また、大規模な同時多発火災に対して、消防力の効率的な運用を図るため、重要防御地

域、延焼防止線の設定等の、火災防御計画等を定める。 

  カ 応援協力体制の確立 

    大規模な火災災害発生時において、自らの消防力のみでは対処できない又は対処できない

ことが予測される等緊急の必要がある場合、あらかじめ締結されている相互応援協定等に基

づき、他の地方公共団体に応援を要請する体制及び応援を受け入れる体制を確立する。 

    また、他の地方公共団体から応援を要請された場合の応援体制についても確立する。 
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 第２節 災害応急対策計画 

 

 大規模な火事災害が発生した場合の対応について、他の災害と共通する部分は除き、大規模な火

事災害に特有のものについて定める。 

 

１ 消火活動 

  大規模な火事災害発生時においては、建築物の直接的な被害とともに、二次的に発生し、多く

の人的、物的被害を及ぼす同時多発火災に対する初期消火、延焼拡大防止活動及び救助・救急活

動等の消防活動を、関係機関及び自主防災組織等と連携して、迅速かつ効果的に実施する。 

  また、自らの消防力のみでは、十分な応急措置が実施できない、又は実施することが困難と認

められるときは、相互応援協定等に基づき、速やかに他の地方公共団体等に応援を要請し、応急

措置に万全を期する。 

 (１) 消火活動関係 

  ア 出火防止及び初期消火 

    市民及び事業者等に対し、出火防止及び初期消火の徹底についての広報を行う。 

  イ 情報収集及び効率的部隊配置 

    管轄区域内の火災発生状況、消火栓・防火水槽等の被害状況及び県警察・道路管理者との

連携、出動隊の報告等による道路状況等の情報収集を速やかに実施し、重点的、効果的な部

隊の配置を行う。 

    特に大規模な同時多発火災発生時においては、あらかじめ定めた火災防ぎょ計画等によ

り、重要防ぎょ地域等の優先等、消防力の効率的運用を図る。 

    また、関係機関及び自主防災組織等と連携して、迅速かつ的確な消火活動を行う。 

  ウ 応援要請等 

   (ア) 市長又は岳北消防本部消防長は、速やかな被害状況等の把握を行い、当該状況から、消

火活動に関して、自らの消防力のみでは対処できない、又は対処できないことが予測され

る等緊急の必要があると認めるときは、他の地方公共団体等に対する応援要請等を第２編

第２章第４節「広域相互応援活動」により行う。 

   (イ) 市長は、ヘリコプターの支援を求めようとするときは、第２編第２章第５節「ヘリコプ

ターの運用計画」により要請する。 

 (２) 救助・救急活動 

   大規模な火事災害発生時においては、救助・救急需要が増大し、かつ広範囲にわたることか

ら、市民、自主防災組織等の協力及び県警察、医療機関等関係機関との連携を図るとともに、

必要に応じて、相互応援協定に基づく応援要請等を速やかに行い、迅速かつ的確な救助・救急

活動を行う。 

   なお、本項については、第２編第２章第７節「救助・救急・医療活動」に定める。 
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２ 避難誘導活動 

  大規模な火事災害により庁舎、社会福祉施設、病院、市営住宅、市立学校等に被害が生じた場

合については、利用者の避難誘導を行うとともに、速やかに被害状況を把握し、必要な措置を講

ずる。その際、災害時要援護者に配慮する。 
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 第３節 災害復旧・復興計画 

 

 被災者の生活再建を支援し、再度災害の防止に配慮した施設の復旧等を図り、より安全性に配慮

した地域振興のための基礎的な条件づくりを目指すため、復旧・復興の基本方向を決定し、その推

進に当たり、必要な場合は、他の地方公共団体の支援を要請する。 

 

１ 計画的復興の進め方 

  大規模な火事災害により地域が壊滅し、社会経済活動に甚大な障害が生じた場合における被災

地域の再建方針として、更に災害に強いまちづくり等の中長期的課題の解決をも図る計画的復興

を目指すに当たっては、復興計画を作成し、関係機関との連携及び県との調整を行うとともに、

市民の理解を求めながら、市民の安全と環境保全等にも配慮した防災まちづくりを実施する。 
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